
(様式４）

経費区分 内容及び積算根拠
事業に要する

経費

起業奨励金

充当額

起業奨励金以外

の調達方法

店舗賃借料

設備費

原材料費

知的財産等

関連経費

専門家経費

外注・委託費

広報費

その他

合計

（注２）  この表に記載した物品等に限り、奨励金の交付決定前に支出した場合でも資金使

途の対象として認定します（必ず領収書や物品等の写真を保存しておいてください）。

起業奨励金使途内訳書
（単位：円）

（注１）「事業に要する経費」は消費税及び地方消費税込みの金額、「起業奨励金充当

額」は消費税及び地方消費税抜きの金額を記載すること

（注３） 令和９年３月末までに事業化が確認できなかった場合、起業奨励金の交付は支援

の対象外となります。


